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様 

 

警 察 本 部 長   

                             （ 交 通 企 画 課 ） 

 

交通事故抑止に資する交通指導取締り・最高速度規制等の更なる推進について   

（通達） 

 

平成 25年 12月、交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会に

おいて、交通指導取締り、最高速度規制等を更に交通事故抑止に資するものとすることを

目的とした「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する提言」（以下「提

言」という。）が取りまとめられた。 

これまでも、「交通事故抑止に資する交通指導取締り・最高速度規制等の更なる推進に

ついて」（平成 31年４月５日付け警察本部長通達。以下「旧通達」という。）に基づき、

提言の内容を踏まえた取組を進めてきたところであるが、各所属においては、引き続き、

以下の取組の着実な推進に努められたい。 

 なお、旧通達については、令和６年４月１日限り廃止する。 

                                     

１ 基本的な考え方 

   交通事故の抑止、被害軽減等を図るには、適切な最高速度規制等を実施し、交通指導 

取締り、交通安全教育、情報発信等により、これを遵守させるという総合的な速度管理 

が重要である。特に、速度管理の考え方や交通指導取締りの効果を示すなど具体的かつ 

分かりやすい情報発信に努め、これらについて県民の理解を深めることが必要である。 

 

２ 交通事故抑止に資する最高速度規制等 

交通規制基準に即した、より合理的な交通規制となるよう規制速度の見直しを引き続 

き推進するとともに、補助標識の活用等により最高速度規制の実施理由について運転者 

の理解を促進し、その遵守を図ること。 

   あわせて、特に高速道路における最高速度規制の遵守や追越し車線の適切な利用等を 

促すため、道路管理者等と連携した広報啓発活動、特定車両の通行すべき車両通行帯を 

指定する交通規制、赤色灯を点灯させた交通パトカーによる警戒活動等の推進に努める 

こと。 






